
 

 

 

 

愛媛労働局雇用均等室 

   

 愛媛労働局雇用均等室では、パートタイム労働者等（就労希望者、親族等を含む）を対象

として、以下のとおり、パートタイム労働個別相談会を開催いたします。 

 当相談会では、雇用均等室に配置されている均衡待遇・正社員化推進プランナーが、パー

トタイム労働法等に関する個別のご相談に対応いたします。 

 パートで働いている方、パートで働きたい方など、ぜひこの機会にご相談ください。 

  

   

《 個別相談会 》 

★ 日  時：平成２３年７月７日（木）１３：００～１７：１５ 

★ 会  場： 松山総合労働庁舎 ３階 会議室 

          松山市六軒家町３－２７ 

 

 

■□お問い合わせ□■ 

 

 

 

 

 

※パートタイム労働法に関する相談は、雇用均等室において随時お受けしています。 

 

 

パートタイム労働個別相談会のお知らせ 

愛 媛 労 働 局 雇 用 均 等 室  担当：坂本 

〒７９０－８５３８ 松山市若草町４番３号 松山若草合同庁舎 

ＴＥＬ ０８９（９３５）５２２２ ＦＡＸ ０８９（９３５）５２２３



愛媛労働局雇用均等室 

パートタイム労働個別相談会 
 

日時：平成２３年７月７日（木）１３：００～１７:１５ 

場所：松山総合労働庁舎 ３階 会議室 松山市六軒屋町３－２７ 

相談の種類：パートタイム労働法等に関する各種相談 

         ・パートと正社員との待遇のバランス           

         ・正社員への転換  

         ・その他 
（裏面をご覧になり、パートタイム労働法に沿って、あなたの状況を確認してみて下さい。） 

会場案内図 

お問い合わせ先 愛媛労働局雇用均等室

（Tel）089(935)5222 

 愛媛労働局雇用均等室では、パートタイ

ム労働者の方や、パートでの就労をご希望

の方を対象として個別に相談をお受けしま

す。 

 パートタイム労働に関する疑問点や、

パートタイム労働法の内容についてもわか

りやすくご説明いたします。是非ご利用く

ださい。 

このような疑問や相談にお答えします。 
＊相談費用は無料です。 

＊ご予約の必要はありませんが、相談状況によってはお待ちいただくことがあります。 

・社員食堂が正社員し

か使えない・・・ 

・パ ー ト タ イ ム 労 働

法ってどんな法律？ ・パートから正社

員になれないの？ 

・正社員は昇給す

るのにパートは、

何年働いても同じ

賃金・・・ 

＜パートで働いている方、パートで働きたい方に＞ 

 

 

松山総合労働庁舎 
伊予鉄 
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パートタイム労働法に沿ってあなたの状況を確認してみましょう 
 

 

◎労働条件に関する文書の交付等（第６条）   
 あなたは、雇い入れの際、事業主から「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有

無」等の労働条件を、文書で明らかにしてもらっていますか？ 

 

◎差別的取扱いの禁止（第８条）      
 正社員と同じ働きをしているパートタイム労働者（注）の方は、正社員と差別のない待遇を

受けていますか？ 
 

（注）正社員と同じ働きをしているパートタイム労働者とは？ 

 ①職務内容（業務の内容と責任）、②人材活用の仕組みや運用（転勤等）などが正社員と同一であって、③無期

又は無期と同視できる労働契約を締結しているパートタイム労働者をいいます。 

 

◎賃金の決定方法（第９条）  
 パートタイム労働者の賃金は、正社員とのバランスを考慮しつつ、職務内容や成果、

意欲、能力、経験等の要素を勘案する等により決定することとされています。あなたの

賃金はどのように決定されていますか？ 

 

◎教育訓練（第１０条） 
 正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の方は、職務の遂行に必要な能力を得るために

正社員に実施されている研修などを、受けられるようになっていますか？ 

 

◎福利厚生施設（第１１条） 
 正社員が利用できる福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）について、パートタイム労

働者も利用できるよう配慮されていますか？ 
  

◎正社員への転換（第１２条）      

 事業主は、パートタイム労働者が正社員に転換できるチャンス（正社員募集への応

募、正社員登用試験の受験など）を設けることとされています。あなたは、正社員に転

換できるチャンスについて、具体的な内容を知らされていますか？  

 

◎待遇の決定に当たって考慮した事項の説明（第１３条）    

 雇い入れられた後、あなた（パートタイム労働者）の待遇を決定するに当たって考慮

された事項について、会社（人事担当者など）に説明を求めることができますか？  

※パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは？ 

→「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員の１週間の所定労働時間に比べて短い労

働者」です。 
（「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」等の名称の如何にかかわらず、上記に当てはまれば「パートタイム労働者」と

して、パートタイム労働法の対象となります。） 

 

詳しくは下記までお問い合わせください。電話での相談もできます。 

 
     

 愛媛労働局雇用均等室 受付時間：８：３０～１７：１５（月曜～金曜） 

  〒７９０－８５３８ 松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎６階 

  電話 ０８９（９３５）５２２２ ＦＡＸ ０８９（９３５）５２２３ 

  愛媛労働局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.e-roudou.go.jp 


